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(57)【要約】
【課題】光音響画像と超音波画像を同時取得するイメー
ジング装置において、両画像の各信号を個別のトランス
デューサで取得すると各々の撮像領域にずれが生じる。
【解決手段】弾性波を送受信するための第１の素子アレ
イと、前記第１の素子アレイによって受信される信号か
ら断層像を生成する第１の信号処理部と、被検体に光を
照射する光源と、被検体に照射された光によって発生す
る弾性波を受信するための第２の素子アレイと、前記第
２の素子アレイによって受信される信号から立体像を生
成する第２の信号処理部と、を有する生体情報処理装置
であって、前記第１の素子アレイは、被検体表面に対し
て斜めに弾性波を送受信するものであり、前記断層像が
得られる被検体内の領域と、前記立体像が得られる被検
体内の領域が重複している。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弾性波を送受信するための第１の素子アレイと、
　前記第１の素子アレイによって受信される信号から断層像を生成する第１の信号処理部
と、
　被検体に光を照射する光源と、
　被検体に照射された光によって発生する弾性波を受信するための第２の素子アレイと、
　前記第２の素子アレイによって受信される信号から立体像を生成する第２の信号処理部
と、
　を有する生体情報処理装置であって、
　前記第１の素子アレイは、前記断層像が得られる被検体内の領域と前記立体像が得られ
る被検体内の領域が重複するように、被検体表面に対して斜めに弾性波を送受信する、
　ことを特徴とする生体情報処理装置。
【請求項２】
　前記第１の素子アレイから送信する弾性波を走査することで、走査面における断層像を
得るものであり、
　前記走査面が、前記光源からの光が照射される被検体の領域と重複している
　ことを特徴とする請求項１に記載の生体情報処理装置。
【請求項３】
　前記第１の素子アレイは、少なくとも第１の方向に配列された複数のトランスデューサ
から構成され、
　前記第２の素子アレイは、二次元配列された複数のトランスデューサから構成され、
　前記第１の素子アレイと前記第２の素子アレイは、前記第１の方向と直交する第２の方
向に並べて設けられており、
　前記第１の素子アレイは、弾性波を前記第２の方向に傾けて送受信する、
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の生体情報処理装置。
【請求項４】
　前記第１の素子アレイは、前記第２の方向に対しても複数のトランスデューサが配列さ
れた二次元配列の構成であり、
　前記第２の方向に並んだトランスデューサに与える遅延時間を異ならせることで、弾性
波の送受信方向の前記第２の方向への傾き角度を制御可能である、
　ことを特徴とする請求項３に記載の生体情報処理装置。
【請求項５】
　前記第１の方向を回転軸として前記第１の素子アレイを回転させる回転機構をさらに有
し、
　当該回転機構によって前記第１の素子アレイを回転させることで、弾性波の送受信方向
の前記第２の方向への傾き角度を制御可能である、
　ことを特徴とする請求項３に記載の生体情報処理装置。
【請求項６】
　前記第１の素子アレイと前記第２の素子アレイとを少なくとも含むプローブ部と、
　前記プローブ部の動きを、前記第２の方向に規制するガイド部と、
　前記ガイド部に沿って前記プローブ部を移動させる移動部と、
　をさらに有することを特徴とする請求項３～５のいずれか１項に記載の生体情報処理装
置。
【請求項７】
　前記第１の信号処理部によって生成された断層像と、前記第２の信号処理部によって生
成された立体像とを、重ねて表示する表示部をさらに有する
　ことを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の生体情報処理装置。
【請求項８】
　被検体に照射した弾性波が被検体内で反射したエコー弾性波と、被検体に照射した光に
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よって被検体から発生する光音響波と、を受信して被検体内の情報を取得する生体情報処
理装置における生体情報処理方法であって、
　被検体に対して弾性波を照射し、被検体内から反射されるエコー弾性波を受信して、被
検体の断層像を生成する断層像生成工程と、
　被検体に対して光を照射し、被検体内で発生する弾性波を受信して、被検体の立体像を
生成する立体像生成工程と、
　を含み、
　前記断層像生成工程において、前記断層像が得られる被検体内の領域と前記立体像が得
られる被検体内の領域が重複するように、被検体表面に対して斜めに弾性波を送受信する
、
　ことを特徴とする生体情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は生体情報処理装置に関し、特に光音響波による三次元立体像と超音波エコーに
よる二次元断層像を組み合わせる生体情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、超音波を利用した画像診断装置が広く利用されている。従来の装置では、超音波
を被検体に送信し、反射される超音波エコーを受信して画像化することで、断層画像を生
成している。また、二次元配列の機械電気変換素子（トランスデューサ）を利用したり、
一次元配列のトランスデューサを走査することで三次元立体画像を得ることもできる。ま
た、このような三次元立体像を二次元断層像と同時に表示する提案がなされている（特許
文献１）。
　一方、検体の検査においては形態画像だけでなく機能画像を表示する装置の開発も近年
進められている。そして、このような装置の一つに光音響分光分析法を利用した装置があ
る。この光音響分光分析法は、所定の波長をもつ可視光、近赤外光、又は中間赤外光を検
体に照射した際に、検体内の特定物質がこの照射光のエネルギーを吸収した結果生じる光
音響波を検出して、その特定物質の濃度を定量的に計測するものである。検体内の特定物
質は、例えば血液中に含まれるグルコースやヘモグロビンなどである。
【０００３】
　また、特許文献２では、光音響画像と通常の超音波エコー画像の双方を、共通の一次元
トランスデューサを用いて同時に取得することによって、形態画像と機能画像を表示して
いる。超音波エコー法によって得られる組織構造を、光音響イメージング法によって得ら
れるグルコースやヘモグロビンやそれらの活性の立体分布構造に重ね合わせて表示するこ
とで、組織内の悪性腫瘍の判定を効果的に行えると期待されている。特に、光音響イメー
ジング法による機能画像では、特定機能を有する部位だけが表示されるので三次元表示時
の視認性は良いが、体内での位置の判定が難しい。超音波エコー法では組織全般の構造が
写るので部位特定に有利であり、光音響イメージングと同時に表示することが有効である
。
【０００４】
　なお、本明細書では、光音響分光分析法（光音響イメージング法）によって発生する弾
性波を光音響波と呼び、通常のパルスエコー法において送受信される弾性波を超音波と呼
ぶ。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－２２９０９７号公報
【特許文献２】特開２００５－２１３８０号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　超音波エコー法による二次元断層像と三次元立体像を同時表示する特許文献１では、そ
もそも機能画像を得ることができない。また、超音波エコー法では軟組織を詳細に撮影で
きるという利点があるが、それ故に立体画像とした場合には逆に視認性が劣ってしまう。
超音波エコー法による立体像は、心臓や胎児など明確な境界を有する部位の観察が実用的
用途であり、境界が明瞭でない複数組織の部位の観察では立体像化することで複数部位が
重複することで却って視認性が劣化することがある。また、超音波エコー法によって立体
像を得るためには、多数の超音波ビームを順次作成して、その各々について超音波エコー
を採取しなければならない。したがって、高い解像度をもつ精細な画像を短時間で作成す
ることは困難である。
　一方、光音響イメージング法による三次元画像取得では、一度の光照射によって発生す
る光音響波を二次元配列トランスデューサで受信して三次元画像データを構成できる。し
たがって、特許文献２の手法では、超音波エコー法による三次元画像データ取得時のよう
に取得時間が増大することがない。
【０００７】
　しかしながら、特許文献２では、共通のトランスデューサによって光音響波の受信と聴
音ビームの送信とそのエコーの受信を行っているので、以下のような問題が生じる。
　光音響分光分析法で用いられる光音響波の周波数帯域は、超音波エコーで用いられる超
音波の周波数帯域と比較すると、一般的に低い。例えば、光音響波の周波数帯域は１ＭＨ
ｚを中心周波数として、２００ＫＨｚ乃至２ＭＨｚの範囲に分布しており、これは超音波
エコーで用いられる超音波の中心周波数３．５ＭＨｚ乃至１２ＭＨｚよりも低い。したが
って、これら両方を共通のトランスデューサで受信すると、超音波画像において空間分解
能の劣化を招くという課題がある。特許文献２ではハーモニックイメージング法を適用し
て対処しているが、高調波成分は基本波成分よりも信号が減衰するため感度が低下するお
それがある。光音響波と超音波の周波数帯域がより離れている場合（例えば、光音響波の
中心帯域が１ＭＨｚ程度で、超音波の中心帯域が１０ＭＨｚ程度）、共通のトランスデュ
ーサで受信すると上記課題は顕著となる。
　また、上述のように光音響イメージング法による三次元立体画像を高速に構築するには
二次元のトランスデューサが必要である。一方で超音波エコー法による画像データ採取を
短時間で行うためは略一次元配列的なトランスデューサにより平面上の超音波ビーム走査
を行って断層画像を構成するのが好ましい。
【０００８】
　このように超音波エコー法と光音響イメージング法ではトランスデューサに対する要求
が異なるため、それぞれ個別にトランスデューサを用いることが好ましい。この場合、そ
れぞれのトランスデューサの配置のずれによって実際の画像を取得する領域にずれが生じ
てしまうという課題を有していた。
【０００９】
　本発明は、上記課題を考慮してなされたものであり、その目的は、光音響イメージング
法による三次元立体像と超音波エコー法による二次元断層像を異なるトランスデューサで
取得する際に、両者の撮影領域を一致させることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明に係る生体情報処理装置は、
　弾性波を送受信するための第１の素子アレイと、
　前記第１の素子アレイによって受信される信号から断層像を生成する第１の信号処理部
と、
　被検体に光を照射する光源と、
　被検体に照射された光によって発生する弾性波を受信するための第２の素子アレイと、
　前記第２の素子アレイによって受信される信号から立体像を生成する第２の信号処理部
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と、
　を有する生体情報処理装置であって、
　前記第１の素子アレイは、前記断層像が得られる被検体内の領域と前記立体像が得られ
る被検体内の領域が重複するように、被検体表面に対して斜めに弾性波を送受信する、
　ことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明に係る生体情報処理方法は、
　被検体に照射した弾性波が被検体内で反射したエコー弾性波を、被検体に照射した光に
よって被検体から発生する光音響波と、を受信して被検体内の情報を取得する光音響イメ
ージング装置における生体情報処理方法であって、
　被検体に対して弾性波を照射し、被検体内から反射されるエコー弾性波を受信して、被
検体の断層像を生成する断層像生成工程と、
　被検体に対して光を照射し、被検体内で発生する弾性波を受信して、被検体の立体像を
生成する立体像生成工程と、
　を含み、
　前記断層像生成工程において、前記断層像が得られる被検体内の領域と前記立体像が得
られる被検体内の領域が重複するように、被検体表面に対して斜めに弾性波を送受信する
、
　ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、光音響分光法による三次元立体像と超音波エコー法による超音波断層
像の撮影領域が重なるので、同じ被検体部位について同時刻に両方の画像を取得すること
ができる。さらには、光音響イメージング法による検査対象と周囲の生体組織との位置関
係を精度よく観察でき、光音響分光法によるイメージングを行う領域を、組織断層面で視
認しながら設定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】光音響イメージング装置の構成例を示すブロック図
【図２】光音響プローブを説明する図
【図３】超音波走査面を機械的に制御する場合のプローブ構成を示す図
【図４】光音響イメージング装置の例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
＜第１の実施形態＞
　［全体構成］
　図１に本実施形態に係る光音響イメージング装置（生体情報処理装置）の全体概要を示
す。本実施形態に係る光音響イメージング装置では、光音響探触子（光音響プローブ）１
００に、超音波エコー法用のトランスデューサアレイ４ａと光音響イメージ用のトランス
デューサアレイ４ｂを有する。以下、それぞれを、超音波用トランスデューサアレイ４ａ
、光音響用トランスデューサアレイ４ｂと称する。また、超音波用トランスデューサアレ
イ４ａが本発明における第１の素子アレイに相当し、光音響用トランスデューサアレイ４
ｂが本発明における第２の素子アレイに相当する。
【００１５】
　まず、超音波エコー法による断層像生成を行うための構成について説明する。超音波用
トランスデューサアレイ４ａから超音波（弾性波）を送信するためにシステム制御部１、
送信ビームフォーマ２、送信アンプ３を通して超音波信号が生成され、超音波用トランス
デューサアレイ４ａへ電圧が印加される。送信された超音波は被検体１４から反射し、反
射超音波（エコー弾性波）は超音波用トランスデューサアレイ４ａによって受信される。
受信された超音波信号は受信アンプ５、遅延や重み付け制御を行う受信ビームフォーマ６



(6) JP 2011-172730 A 2011.9.8

10

20

30

40

50

を通して、各素子での受信信号が整相加算される。そして、超音波信号処理部（第１の信
号処理部）１０によって検波され輝度信号に変換された後、画像処理部１１内の画像メモ
リに蓄積される。
　超音波エコー法による断層画像を作成するための送受信ビームフォーミングはリニア走
査法を用いることができる。リニア走査法では超音波用トランスデューサアレイ４ａで超
音波ビームを形成しこれを略平行に走査する。このため超音波用トランスデューサアレイ
４ａを構成するトランスデューサ群の一部分を超音波送受信の超音波開口として利用し、
この超音波開口部分より超音波ビームを送受信する。送信ビームフォーマ２及び受信ビー
ムフォーマ６はこの超音波開口部分を選択し、超音波用トランスデューサアレイ４ａ中の
対応する複数のトランスデューサを用いて超音波の送受信を行う。選択するトランスデュ
ーサを切り替えることにより超音波開口を一次元方向へ移動させる。すなわち、送受信超
音波ビームを略平行に移動させることができる。超音波ビームの走査（リニア走査）によ
り、超音波走査面２１（図２Ｃ）が形成される。超音波エコー法による断層像の撮影領域
は、この超音波走査面２１である。
　また同時に送信ビームフォーマ２及び受信ビームフォーマ６は、複数のトランスデュー
サの送受信信号に異なる遅延を与えることで超音波ビームを収束する、フォーカシングと
称される動作を行う。さらには受信信号の整相加算時にフォーカス点を移動させるダイナ
ミックフォーカスや、アポダイゼーションを行うことが望ましいが、これらは当該技術分
野で広く周知であるので説明は省略する。なお詳細は後で述べるが、本実施形態では、送
受信のビームフォーミング処理により超音波走査面２１を傾けられるように構成している
。
【００１６】
　次に、光音響分光法による立体像生成を行うための構成について説明する。光源１３は
システム制御部１からの駆動信号により被検体１４に照射するためのパルスレーザ光を発
振して、被検体１４に照射する。被検体１４にパルスレーザ光が照射されることで、被検
体内部のヘモグロビンなどの検出対象がレーザ光のエネルギーを吸収し、この吸収したエ
ネルギー量に応じて検出対象の温度が上昇する。これに起因して検出対象が瞬間的に膨張
して光音響波（弾性波）を発生する。発生した光音響波は光音響用トランスデューサアレ
イ４ｂにて受信され、受信アンプ７、Ａ／Ｄ変換器８を経由して、光音響信号処理部（第
２の信号処理部）９にて画像再構成処理される。再構成された光音響信号は輝度信号とし
て画像処理部１１内の画像メモリに蓄積される。
【００１７】
　画像処理部１１のメモリには、光音響信号処理部９および超音波信号処理部１０から得
られる立体像（光音響画像）と断層像（超音波画像）の画像データが格納される。画像処
理部１１では、これらの画像データとシステム制御部１からの超音波走査面２１の角度デ
ータをもとに、血管などの光音響分析画像と超音波エコーによる組織画像を合成した合成
画像を作成し、画像表示部１２で表示を行う。この表示は、例えば、光音響法による三次
元立体像に超音波エコー法の断層像を重ねた合成画像であっても良いし、光音響法の二次
元断面画像や二次元投影画像に超音波画像を重ねた合成画像であっても良い。また、それ
ぞれの画像を個別に表示するものであっても構わない。
【００１８】
　［プローブ構成］
　図２に、光音響信号と超音波エコー信号を同時に取得するためのプローブ構成を示す。
図２Ａはプローブの外観を示し、図２Ｂはトランスデューサ部分の拡大図である。また、
図２Ｃはプローブの全体構成と光音響法および超音波エコー法による撮影領域を示す。
　図２Ａに示すように、プローブ１００はケース３０、ケーブル３１、およびトランスデ
ューサ部４から構成される。トランスデューサ部４は、上述のように超音波用トランスデ
ューサアレイ４ａと光音響用トランスデューサアレイ４ｂからなる。図２Ｂに示すように
、光音響用トランスデューサアレイ４ｂは、二次元配列されており、その周囲にパルスレ
ーザ光を入射するための光照射開口２３が設けられている。超音波用トランスデューサア



(7) JP 2011-172730 A 2011.9.8

10

20

30

40

50

レイ４ａは、一次元状のトランスデューサ列を複数列配列させたアレイ（リニア）型構造
である。ここでは、１列のトランスデューサに含まれる素子数が、列数に比較して十分に
多い。この構造は、正確には二次元配列であるが、略一次元配列とみなせ、１．７５次元
アレイ型トランスデューサとも呼ばれる。
　なお、超音波用トランスデューサアレイ４ａと光音響用トランスデューサアレイ４ｂは
、超音波用トランスデューサアレイ４ａのリニア走査の方向に直交する方向に並べて設け
られている。また、超音波用トランスデューサアレイ４ａにはトランスデューサ列が複数
あるため、ビームフォーミング処理によりリニア走査の方向と垂直な方向にビームを傾け
ることができ、超音波ビームを被検体表面に対して斜めに送受信できる。
　なお、トランスデューサアレイの上面、下面にはそれぞれ整合層、バッキング、配線、
また超音波用トランスデューサアレイの上面には音響レンズが配置されているが、図面で
は省略されている。
【００１９】
　プローブの全体構成について図２Ｃを参照して説明する。本実施形態におけるプローブ
１００では、保護板１５上に、超音波用トランスデューサアレイ４ａ、光音響用トランス
デューサアレイ４ｂ、光入射プリズム１６ａ，１６ｂ、光伝送路１７が形成されている。
光伝送路１７内には半透明鏡膜１８と全反射鏡膜１９が形成されている。光源１３より発
生したパルスレーザ光は光伝送路１７を伝搬し、その一部好ましくはその半分の光量が半
透明鏡膜１８で反射され光入射プリズム１６ａにより保護板１５を透過して被検体１４へ
照射される。また光伝送路１７中で半透明鏡膜１８を透過したパルスレーザ光は全反射鏡
膜１９で反射され光入射プリズム１６ｂにより保護板１５を透過して被検体１４へ照射さ
れる。光伝送路１７はパルスレーザ光を損失なく透過させるものであればよく、光ファイ
バ束や硝子ブロック材を用いて作成できる。硝子ブロック材で形成される場合は半透明鏡
膜１８と全反射鏡膜１９をブロック張り合わせ面や端面にパルスレーザ光の波長に合わせ
た多層薄膜によって形成できる。さらに光伝送路１７内はパルスレーザ光を空間伝搬させ
る構成とし、半透明鏡膜１８と全反射鏡膜１９を半透鏡、全反射鏡を用いて構成すること
もできる。この場合には光伝送路１７内を外部と区切る鏡筒で囲うことで構成すればよい
。光入射プリズム１６ａ，１６ｂも硝子ブロック材で構成できるが、全反射鏡で代用して
同等の効果を得ることも可能である。さらに光伝送路１７を光ファイバ束で構成するとき
は光ファイバ束の可塑性を用いて直接光伝送路１７よりパルスレーザ光を被検体１４に照
射することも可能である。
【００２０】
　本実施形態では照射用パルスレーザ光は、被検体１４に光音響用トランスデューサアレ
イ４ｂ周囲の光照射開口２３から入射される。パルスレーザ光は、光入射プリズム１６ａ
，１６ｂによって被検体１４に斜入射し、光音響用トランスデューサアレイ４ｂの直下で
交差するように照射される。パルスレーザ光が照射される部分（光音響用トランスデュー
サアレイ４ｂの前方の部分）が、光音響分光法により立体像が撮像される光音響撮像領域
２０である。本構成では、光音響用トランスデューサアレイ４ｂ下部の光音響撮像領域２
０を略均一光量で照射できるという利点を有する。
　被検体１４が薄い場合には、光音響用トランスデューサアレイ４ｂと反対側から被検体
１４にパルスレーザを入射する構成とすることも可能である。また被検体１４に対して光
音響用トランスデューサアレイ４ｂ側と反対側の両面照射を行うことで被検体１４の厚み
方向の光照射の強度を均一化することもできる。ただし、被検体１４が厚い場合には被検
体１４内をパルスレーザ光が透過しにくいため、本構成のように少なくとも光音響用トラ
ンスデューサアレイ４ｂ側からのパルスレーザ光入射が好ましい形態である。
【００２１】
　超音波用トランスデューサアレイ４ａは、超音波ビームの送信を行い、同時に被検体１
４内での該ビームの反射波を、超音波エコー信号として受信する。なお、受信超音波にビ
ームフォーミング処理を行うことで、受信ビームに指向性を持たせることができる。超音
波の送受信ビームは走査方向（図２Ｃでは紙面に垂直な方向）に走査される。これにより
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、超音波走査面２１における被検体１４の断層像が得られる。つまり、超音波走査面２１
は、超音波エコー法による撮像領域（撮像断面）である。また、超音波ビームを被検体表
面に対して傾けて被検体１４に入射させて断層像撮影を良好に行うための超音波用スタン
ドオフ２９を設けることが好ましい。
【００２２】
　［超音波用トランスデューサアレイの動作］
　上述したように本実施形態では、送受信ビームフォーマによって、超音波用トランスデ
ューサアレイ４ａから送受信する超音波ビームの方向を走査方向と垂直な方向（図２Ｃで
は左右方向）に傾けることができる。このために、超音波用トランスデューサアレイは４
ａは、複数列のトランスデューサ列を有している。以下、ビーム方向を傾けるビームステ
アリング処理について説明する。
【００２３】
　上述のように超音波用トランスデューサアレイ４ａは、マトリックス状にトランスデュ
ーサ群が配列されている。説明のため超音波ビーム走査方向（図２Ｃで紙面に垂直な方向
。本発明の第１の方向に相当。）をラテラル方向、それと垂直方向（図２Ｃで左右方向。
本発明の第２の方向に相当。）をエレベーション方向と呼ぶ。超音波ビーム走査はラテラ
ル方向に超音波開口を移動させて行う。送信ビームフォーマ２及び受信ビームフォーマ６
では超音波開口を構成するトランスデューサを選択することでビーム走査を行う。
【００２４】
　このとき、エレベーション方向に配列されたトランスデューサ間で異なる遅延時間を与
えた送信信号を入力することで、相対的に遅延時間量が少ない素子方向へ送信ビームがス
テアリングされる。ステアリングの傾き量、すなわち、リニア走査の方向と直交する平面
内での超音波ビームの送受信方向は、遅延時間の相対量によって制御される。なお、この
ステアリングの傾き量は、不図示の入力部から利用者が指定できる。したがって、利用者
は、取得画像を見ながら所望の角度に断層像取得面の傾きを調整できる。
【００２５】
　同様にトランスデューサからの受信信号出力に対しエレベーション方向に配列されたト
ランスデューサ間で異なる遅延時間を与えることで、整相加算に於いて、相対的に時間遅
延量が少ない素子方向へ受信ビームがステアリングされる。ステアリングの傾き量は遅延
時間の相対量によって制御される。さらに当該技術分野で周知のように超音波開口内のト
ランスデューサ間で信号に遅延を与えることで送受信ビームをフォーカシングさせる。
【００２６】
　このようにエレベーション方向に傾いた超音波ビームをラテラル方向に走査することで
超音波走査面２１の傾きが制御され、光音響撮像領域２０と交叉する超音波エコー法によ
る撮像断面を変化させることができる。
【００２７】
　本実施形態における超音波用トランスデューサアレイ４ａは、上記のような動作にも特
徴がある。上記１．７５次元アレイという用語も単純に形態的なトランスデューサ配列の
みでなく、その駆動方法を含んだ表現である。すなわち、超音波用トランスデューサアレ
イとして縦横の素子数が同数またはほぼ同数のトランスデューサアレイを使用してもよい
。この場合は、トランスデューサ送受信表面の法線と該超音波ビームとがなす角度を指定
された角度に保ったまま、この角度での断層像を作成するために超音波開口部分を一次元
的に移動させてリニアに走査する構成であってもよい。もっとも、一般には画面の幅を広
く取るために走査方向の素子数は多いことが望ましい反面、超音波ビームを傾ける（ステ
アリングする）ための素子数はそれより少なくてもかまわない。したがって、コストの面
から形態的には縦横の素子配列の異なるトランスデューサアレイを用いることが好ましい
。
【００２８】
　［光音響用トランスデューサアレイの動作］
　光音響用トランスデューサアレイ４ｂは形態上は二次元アレイ状に配列されたトランス
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デューサ群である。ただし、超音波用トランスデューサアレイ４ａとは異なり、光音響波
を受信するための開口部分を設けるための素子選択や、開口部分を移動させるといったビ
ームの走査を行わない。光音響用トランスデューサアレイ４ｂは、立体画像構築のための
受信中の全ての時刻にわたって、略全ての素子からの受信信号を利用する。また超音波の
送信は行わない。光照射により発生する所望の立体的な撮像領域からの光音響波が光音響
用トランスデューサアレイ４ｂの各素子でその伝播時間の差を除いて略同時に受信され、
各素子で受信された全光音響信号を用いて三次元立体画像を構築する。このため光音響波
の信号取得は瞬時に行われる。
　本発明ではこのように三次元立体画像用の信号を一括取得できる光音響トランスデュー
サアレイ４ｂと断層画像作成のために受送信のビーム走査を行う必要のある超音波用トラ
ンスデューサアレイ４ａを分離して具備している。さらに、両者の撮像画像を好適に合成
するために超音波用トランスデューサアレイ４ａにより形成する超音波走査面の角度を制
御可能としている。
【００２９】
　［トランスデューサの特性］
　超音波用トランスデューサアレイ４ａと光音響用トランスデューサアレイ４ｂは上記の
ような動作上の差異のほかに以下のような特性上の差異を有する。
　超音波用トランスデューサアレイ４ａは検体内部の形態情報を描出する目的で使用され
るため、機能情報を取得する光音響用トランスデューサよりも高周波な超音波を送受信可
能なトランスデューサから構成される。ここで超音波用トランスデューサアレイ４ａの周
波数帯域は、典型的な値としては７乃至１２ＭＨｚ程度を指す。また、形態情報とは検体
内部の形態に基づく情報であり、通常の超音波パルスエコー法により得られる情報のこと
である。さらに超音波用トランスデューサアレイ４ａでは超音波の送受信を行うために、
トランスデューサは超音波の受信・送信双方の特性ともに同時に満たすものを用いる必要
がある。例えば受信用に高いＳＮＲを有すると同時に、送信時に印加する高圧電圧に対す
る耐久性を有する素子が必要となり、これによりトランスデューサの選定が限定される。
【００３０】
　一方、光音響用トランスデューサアレイ４ｂは検体内部の機能情報を描出する目的で使
用されるため、形態情報を取得する超音波用トランスデューサよりも低周波な超音波（光
音響波）を受信可能なトランスデューサから構成される。ここで光音響用トランスデュー
サアレイ４ｂの周波数帯域は、典型的な値としては１乃至４ＭＨｚ程度を指す。また、機
能情報とは光音響分光分析法（光音響イメージング法）により得られる情報であり、例え
ば血液中に含まれるグルコースやヘモグロビンなどの検体内の特定物質の濃度に関する情
報である。このような機能情報を取得するためには光音響信号に高いＳＮＲが求められる
が、本実施形態のように送受信を行う超音波用トランスデューサと分離することで受信時
の高ＳＮＲに特化したトランスデューサの選定が可能となるという利点を有する。
　例えば超音波用トランスデューサアレイ４ａを構成するトランスデューサとして、電気
信号と機械振動（超音波）との相互変換を行う圧電素子が用いられる。これに対して光音
響用トランスデューサアレイ４ｂを構成するトランスデューサとしては、音響波を検知で
きるものであればどのような検出器を用いても良い。たとえば、圧電現象を用いたトラン
スデューサ、光の共振を用いたトランスデューサ、容量の変化を用いたトランスデューサ
などを挙げられる。これらの中から、用途に応じて受信ＳＮＲが高いトランスデューサを
利用すればよい。例えば、様々な大きさの検出対象から発生した音響波を受信する場合に
は、検出周波数帯の広い容量の変化を用いたトランスデューサや、検出帯域の異なる複数
のトランスデューサを用いることもできる。
【００３１】
　［プローブの作製方法］
　本実施形態に係るプローブ１００は例えば以下のようにして作製できる。まず超音波用
トランスデューサアレイ４ａ（一次元アレイトランスデューサ）と光音響用トランスデュ
ーサアレイ４ｂ（二次元アレイトランスデューサ）を従来と同様の方法にて作製する。こ
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れは圧電振動子の切り出し、バッキング材への固着、振動子のダイシング、音響整合層の
貼付及び配線部の引き出しによって行われる。また、超音波用トランスデューサには音響
レンズが取り付けられる。そして、超音波用トランスデューサアレイ４ａと光音響用トラ
ンスデューサアレイ４ｂを間隔を空けて並べた後、モールド固定する。そしてハウジング
にはめ込むことにより完成する。
　また別途作成した超音波用トランスデューサアレイ４ａ（一次元アレイトランスデュー
サ）と光音響用トランスデューサアレイ４ｂ（二次元アレイトランスデューサ）を並列し
て配置してもよい。
【００３２】
　［本実施形態の利点］
　本実施形態によれば、光音響法による三次元立体像と超音波エコー法による二次元断層
像を同時に取得できるので、光音響法による機能画像に含まれる特定構造の組織内での位
置を、組織全般の構造が得られる超音波エコー法による断層像で確認できる。
　また、光音響法用のトランスデューサアレイと超音波エコー法用のトランスデューサア
レイを個別に設けているので、それぞれの条件にあった素子を採用できる。したがって、
光音響法による画像も超音波エコー法による画像も良い条件で撮影でき、したがって良好
な画像が得られる。
　さらに、光音響法による撮像領域と超音波エコー法による撮像領域が重なっているため
、両方の画像を同時に撮像して、リアルタイムに合成した画像を表示できる。また、信号
の干渉を避けるために時分割で撮像するにしても、ほぼ同じタイミングで同一の箇所の撮
像ができる。もし、両方の撮影領域が異なっている場合に同一箇所について両手法による
画像を得るためには、プローブの移動と再撮像が必要となり同時刻での情報を得ることが
できない。
　また、超音波断層像の角度（超音波ビームの傾き）を制御可能としているので、利用者
は、基準となる組織構造の断面を選択できる。このため、被検体中の特徴的な形態が抽出
できる断面を選択して断層画像を表示することで、光音響分析領域を設定する際に良好な
領域指定が可能となる。また、被検体中の光音響分析的特徴と超音波エコーによる組織構
造の観測を行う際に、超音波画像の断面を変えられるため、広範囲な断面で光音響分析特
徴と組織構造の比較が可能となる。
【００３３】
＜第２の実施形態＞
　第１の実施形態では、超音波用トランスデューサアレイ４ａを複数のトランスデューサ
列を備える構成とし、エレベーション方向の素子間で遅延時間を与えることで、超音波走
査面の傾きを制御する構成とした。本実施形態では、超音波用トランスデューサアレイ４
ａを、機械的に傾ける構成とする。
　図３に本実施形態での超音波用トランスデューサアレイを傾けるための構成を示す。超
音波用トランスデューサアレイ４ａは支持腕２６で支持され、支持腕２６は回転軸２７を
通して不図示の回転モータにより指定の回転が可能である。回転モータには回転センサが
付属し回転軸２７の回転角度が計測される。回転モータ、回転センサはシステム制御部１
に接続され、システム制御部１からの駆動信号により回転モータを駆動すると同時に回転
センサにより支持腕２６の傾斜角度情報信号をシステム制御部１へ送信する。システム制
御部１は傾斜角度情報信号をもとに支持腕２６の傾斜角度を検知すると供に回転モータを
駆動信号で駆動し、支持腕２６の傾斜角度を所望の角度に設定できる。なお、支持腕２６
，回転軸２７，回転センサ、回転モータが本発明における回転機構に相当する。
　以上の動作により超音波用トランスデューサアレイ４ａのエレベーション方向の傾斜が
所望の角度に設定できる。超音波用トランスデューサアレイ４ａ、支持腕２６、回転軸２
７は超音波を減衰なく伝搬するオイル２５で満たされたパッケージング材２４内に格納さ
れる。パッケージング材２４の被検体１４に接する面には、超音波を反射せずに透過させ
るように超音波整合層２８が形成されていることが好ましい。
　本構成では超音波用トランスデューサアレイ４ａ自体の傾きを制御することで、超音波
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ビームの角度を変え、超音波走査面２１と光音響撮像領域２０の交叉角度を変更できるた
め、ステアリングのためのビームフォーミング処理が不要である。このためトランスデュ
ーサアレイ４ａのトランスデューサを１列の一次元構造とすることが可能であり、トラン
スデューサおよびその信号線の数を少なく構成できる。また送信ビームフォーマ２および
受信ビームフォーマ６で超音波ビームステアリングが不要となるため各ビームフォーマの
回路構成規模を前述の実施構成に比べ小さいものとすることができるという利点を有する
。ただし、トランスデューサアレイ４ａのトランスデューサを１列にした場合、音響レン
ズ２２をトランスデューサアレイ４ａの送受信面に設けて、エレベーション方向の超音波
ビームのフォーカシングを行うことが望ましい。
　なお、所望の走査断面角度を得るために、機械的なトランスデューサアレイ面の傾斜制
御と素子間の信号遅延制御によるビームステアリングを組み合わせてもよい。
【実施例１】
【００３４】
　図４を用いて本発明を用いた三次元光音響イメージング装置の実施例について説明する
。被検体１４は二枚の保護板１５に挟まれて保持される。保護板１５上にはプローブ１０
０とガイド支持具（ガイド部）３２が配置される。プローブ部は不図示のステッピングラ
インモータ（移動部）によりガイド支持具３２にそって移動される。プローブ１００はケ
ーブル３１で本体３３に接続される。またステッピングラインモータは本体３３内のシス
テム制御部１からの駆動信号により駆動される。本体３３には図２Ｃに示したシステム制
御部１、送信アンプ３、送信ビームフォーマ２、受信アンプ５及び７、受信ビームフォー
マ６、Ａ／Ｄ８、光音響信号処理部９、超音波信号処理部１０、画像処理部１１、画像表
示部１２などが格納される。本体３３は、また、動作入力を行うコンソール４３を備える
。
【００３５】
　パルスレーザ光源１３はプローブ１００内に具備しても良く、外部に配置され発生する
レーザ光がプローブ１００へ不図示の伝送路で導かれる構成としても良い。プローブ１０
０内の超音波用トランスデューサアレイ４ａは、ラテラル方向がガイド支持具３２に沿っ
た方向と垂直に、エレベーション方向がガイド支持具３２に沿った方向と平行になるよう
に配置されている。したがって、プローブ部の動きはガイド支持具３２によってエレベー
ション方向に規制される。画像表示部１２内には光音響分析画像を表示する光音響画像表
示部４２と、超音波エコー法による組織の断層画像を表示する超音波画像表示部４１があ
る。
【００３６】
　プローブ１００内の超音波用トランスデューサアレイ４ａで超音波ビームをラテラル方
向に走査しながら送受信し、前述のように本体３３内で超音波エコーによる組織の断層画
像を作成し実時間で画像表示部１２内の超音波画像表示部４１に表示する。超音波断層の
断層面が光音響撮像領域２０の幅の全域を含むように、利用者は被検体１４の厚みに応じ
てコンソール４３を通じて超音波走査面２１の角度を調節することが好ましい。この際実
時間で表示される超音波断層画像を参考に撮像断面の位置を調節することが可能である。
　ついでシステム制御部１からの駆動信号よりパルスレーザ光源を駆動し、プローブ１０
０内の光開口から被検体１４にパルスレーザ光が照射され、同時に光音響用トランスデュ
ーサアレイ４ｂで光音響信号の取得が行われる。取得された光音響信号を用いて本体３３
内で前記に記したような手順で光音響分析画像データが作成され、画像処理部１１により
三次元立体の光音響画像を作成し画像表示部１２内の光音響画像表示部４２に表示する。
光音響画像表示部４２に表示される画像は三次元立体の光音響画像に超音波エコー法によ
る断層画像を重ねた合成画像、あるいは光音響の二次元断面画像、二次元投影画像、さら
にそれらを超音波画像と重ねた合成画像であってもかまわない。さらに光音響画像表示部
４２に表示される画像はガイド支持具３２に沿って移動したプローブ１００から得られた
被検体１４の異なる部位の撮像画像をつなぎ合わせた画像でもよい。
【００３７】
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　本実施例ではプローブ１００をガイド支持具３２に沿った方向に移動させることで被検
体１４の広範囲な領域にわたって光音響分析画像を取得し、その一部または全部を表示で
きるという利点を有する。このとき光音響撮像領域２０と交叉する超音波断層画像を同時
取得し実時間で表示することで、使用者がプローブ１００で撮像する被検体１４内の領域
を確認しながらプローブ１００を移動できる。即ち超音波画像表示部４１の超音波画像を
見ながらプローブ１００の光音響分析の撮像位置や撮像範囲を指定することが可能となり
、超音波画像による被検体内の組織構造を指標に光音響分析撮像範囲を決定できるように
なる。さらに超音波画像の断層面の角度が調節できるようになっているために基準とする
組織構造の断面が選定できる。このため被検体１４内の構造に対し特徴的な形態が抽出で
きる断面を選定してその断面の超音波断層画像が表示でき、超音波画像を用いて光音響分
析領域を設定する際に良好な領域指定が可能になる。また、被検体１４内の光音響分析的
特徴と超音波エコーによる組織構造の観測を合成画像によって行う際に、超音波画面の断
面が変えられるため、広範囲な断面で光音響分析的特徴と組織構造の比較が可能になる。
【００３８】
　以上では光音響画像は三次元立体画像、超音波画像は二次元断層画像としたが、超音波
エコー法による三次元立体画像を作成して表示しても良い。超音波エコー法による三次元
立体画像は、ガイド支持具３２に沿って移動するプローブ１００で採取する複数の超音波
断層画像をそのプローブ１００の位置に応じて合成することで作成できる。このような場
合にも、光音響撮像領域２０と超音波走査面２１が交叉重複しているために以下のような
効果が生じる。即ち、光音響画像と超音波画像が移動方向に重なっているために、プロー
ブ１００の移動量に対して、両画像のずれによって生じる合成画像の表示不可能領域を減
少させ、プローブ１００の移動量を減少して装置全体をコンパクトに構成できる。
　以上の実施例ではプローブ１００の移動は一次元的であったが、この直線移動をラスタ
状に組み合わせて、被検体１４上でプローブ１００を二次元的に移動させ、より広範囲な
光音響撮像を作成できる。
【符号の説明】
【００３９】
　４ａ　超音波用トランスデューサアレイ
　４ｂ　光音響用トランスデューサアレイ
　９　光音響信号処理部
　１０　超音波信号処理部
　１３　光源
　１４　被検体
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